
 

令和８年度盛岡・紫波地区環境施設組合一般廃棄物処理実施計画 

                                              

 

 

１ 趣旨  

盛岡・紫波地区環境施設組合（盛岡市、紫波町、矢巾町の１市２町で構成）では、管内における生活環境の

保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処理を行うため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（以下「廃棄物処理法」という。）第６条第１項の規定により、一般廃棄物処理基本計画の実施のために必要な

単年度ごとの事業計画を定めるものである。 

 

２ 計画期間  

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 一般廃棄物処理計画 

指 標 
令和 13年度目

標 

令和元年度実

績 

令和８年度 

目標 

令和 13年度

目標年度 

１人１日当たりの

家庭ごみ 
10%削減 643ｇ 608ｇ 580ｇ 

事業系ごみ排出量 10%削減 15,914ｔ 14,755ｔ 14,300ｔ 

注 令和７年度目標は、令和 13年度目標を達成するための一般廃棄物処理計画上の将来予測である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５ ごみの減量化、資源化、中間処理施設計画、最終処分計画のために実施する施策及び事業 

（１） ごみの減量化、資源化のための令和８年度重点施策 

  ア 家庭系ごみ 

   ・燃やせるごみの中のリサイクル可能な資源物を調査し、ごみの減量化の取組を推進する。 

・燃やせるごみの中に混入が多い古紙類のリサイクルについてスーパーなどの店頭回収や資源回収を推進

する。 

   ・ペットボトルのラベル、キャップなど分別違反が多いことから、周知を行う。 

   ・プラスチックの分別を推進し、周知を行う。 

  イ 事業系ごみ 

   ・事業者への搬入時へ指導、分別の徹底の指導を行う。 

・清掃センターでの古紙類等資源の搬入規制について周知及び指導を行う。 

 

（２） 収集運搬計画 

  ア プラスチック資源循環促進法に基づき、プラスチック製品の収集について検討を行う。 

 

（３） 中間処理施設計画 

  ア ごみ焼却施設 

    施設を適正に維持管理していくとともに、盛岡広域環境組合による新ごみ焼却施設が令和 14 年度から

供用開始予定となっていることから、計画に基づき維持管理を行う。 

  イ 不燃物処理資源化設備 

    施設を適正に維持管理していくとともに、適正処理困難物であるスプリング入りマットレスやソファー

について外部処理とする。 

  ウ リサイクルコンポストセンター 

    施設を適正に維持管理していく。 

  エ 容器包装リサイクル推進施設 

    施設を適正に維持管理していくとともに、プラスチック資源循環促進法に基づきプラスチック製品の 

   受け入れについて検討を行う。 

（４）最終処分計画  

    最終処分場の浸出水処理施設を適正に維持管理していくとともに、放流水の水質管理及び周辺環境への

影響を監視して適正な維持管理に務める。 

    焼却灰の埋め立てについては、周辺環境への影響を監視して適正な埋立管理を行う。 

残余容量が逼迫しているため、平成２９年度から一部の焼却灰について民間処分場への搬出を行っており、

搬出計画に基づき継続して行う。 

 



４　計画処理量

(1)計画処理区域人口・世帯

(km2)

(人)

(世帯)

注  人口及び世帯数は令和6年度末の予測推計である。

(2)収集・運搬する廃棄物の量(清掃事業所に搬入する廃棄物に限る)

 ①-1 廃棄物の種類別収集・運搬量 (単位：ｔ／年度）

委　託 持　込 許可 計 許　可 持　込 計

13,859 253 233 14,345 9,018 907 9,925 24,270

1,810 0 0 1,810 132 57 189 1,999

766 0 0 766 50 0 50 816

666 0 0 666 0 0 0 666

137 0 0 137 0 0 0 137

2,186 0 0 2,186 0 0 0 2,186

296 0 0 296 0 0 0 296

4,051 0 0 4,051 50 0 50 4,101

1,025 248 207 1,480 0 0 0 1,480

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 361 361 361

4 0 0 4 0 0 0 4

40 0 0 40 0 0 0 40

0 15 6 21 0 0 0 21

20,789 516 446 21,751 9,200 1,325 10,525 32,276

 ①-2 廃棄物の種類別収集・運搬量

(単位：ｔ／年度）

委　託 持　込 許可 計 許　可 持　込 計

－ － － － 510 － 510 510

－ － － － 1 － 1 1

－ － － － － － － －

－ － － － 1 － 1 1

－ － － － － － － －

－ － － － 540 － 540 540合　　計

－ 28 28

資
源
ご
み

生ごみ

空カン類(アルミ
缶・スチール缶)

金属類

廃プラスチック類
(ペットボトル)

廃プラスチック類
(発砲スチロール)

－

区　　分
家庭系ごみ 事業系ごみ

燃
や
せ

る
ご
み

木くず、繊維く
ず、紙くず

－ － － 28

合計

　生ごみ

資
源
ご
み

空カン・空ビン

古紙類・ＰＥＴ
ボトル

紙製容器包装

プラスチック製
容器包装

段ボール・古着

小　計

　大形ごみ・不燃ごみ

　もえがら等

　引取ごみ

合　　計

（一般廃棄物処理業（処分業)の許可を得た事業者が自社の施設に搬入する廃棄物に限る)

　助燃剤

　小型家電

区　　分
家庭系ごみ 事業系ごみ

合計

　燃やせるごみ

396.76

世 帯 数 23,022 13,208 11,395 47,626

　スプリング入りマットレ
ス

区　　分 盛岡市(都南地域) 紫波町 矢巾町 組合合計

人　　口 48,678 32,329 25,907 106,914

面　　積 90.46 238.98 67.32



②‐1　収集形態別内訳(清掃事業所に搬入する廃棄物に限る) (単位：ｔ／年度）

家　庭　系 事　業　系 小　　　　計

委託業者によるもの 20,789 － 20,789

一般廃棄物処理業者によるもの 446 9,200 9,646

直接搬入によるもの 516 1,325 1,841

合　　　　　　　  　計 21,751 10,525 32,276

②‐2　収集形態別内訳

(単位：ｔ／年度）

家　庭　系 事　業　系 小　　　　計

一般廃棄物処理業者によるもの － 540 540

③‐1　収集・運搬業者数及び収集・運搬機材（清掃事業所に搬入する廃棄物に限る）

業者数 延べ積載量(kg) 延べ台数

委    託    業    者 4 54,200 17

許　　可    業    者 54 931,060 354

合　　　　 　　　　 計 58 985,260 371

③‐2　収集・運搬業者数及び収集・運搬機材

業者数 延べ積載量(kg) 延べ台数

一般廃棄物処理業者によるもの 3 184,050 64



(3) 中間処理

 ①-1 処理形態別内訳(清掃事業所に搬入する廃棄物に限る)

－

32,276

32,276

 ①-2 処理形態別内訳

541

 ②‐1　残渣及び処理方法(清掃事業所に搬入する廃棄物に限る)

1,720

305

948

129

54

－

3,156

(単位：ｔ／年度）

区　分

中　間　処　理　施　設

小　　　計
焼却処理施設

不燃物処理資源
化設備

高速堆肥化理施
設

そ　の　他

直　営 － － － －

委　託 24,631 4,101 1,999 1,545

(単位：ｔ／年度）

区　分

中　間　処　理　施　設

小　　　計
焼却処理施設 破砕・圧縮施設 溶融・減容施設 そ　の　他

合　計 24,631 4,101 1,999 1,545

（一般廃棄物処理業（処分業)の許可を得た事業者が自社の施設に搬入する廃棄物に限る)

区　　　　　　分 焼  却  処  理 埋  立  処  理 小　　　計　

－ 1,720

直　営 28 2 1 510

(単位：ｔ／年度）

焼　却　処　理　残　渣

129 －

54 －

305 －

937 11

不 燃 物 処 理 残 渣

大形・不燃ごみ残渣

容器包装リサイクル残渣

高速堆肥化処理残渣

－ －

1,425 1,731

そ    の    他

合            計



 ②-2 残渣及び処理方法

－

3.0

0

51.0

54.0

③　犬・猫等の死体処理の内訳

855

79

934

(4) 最終処分計画

 ① 最終処分量の内訳(清掃事業所に搬入する廃棄物に限る)

その他

－

－

－

（一般廃棄物処理業（処分業)の許可を得た事業者が自社の施設に搬入する廃棄物に限る) (単位：ｔ／年度）

区　　　　　　分 焼  却  処  理 埋  立  処  理 小　　　計　

溶融・減容処理残渣 0 －

そ    の 他 51.0 －

焼 却 処 理 残
渣

－ －

破砕・圧縮処理残渣 3.0 －

小　　　計

合　　　　　　計　 40 266 628

(単位：ｔ／年度）

合            計 54.0 －

(単位：体／年度）

区　　　　　　分 犬 猫 そ　の　他 小　　　計

道路等での死亡による飼い
主不明の市町処理依頼分

3 227 625

飼い主からの処理依頼分 37 39 3

区　　　　　　分
焼却処理残
渣等

不燃物処理
資源化残渣
等

大形ごみ処
理残渣等

－

間　接　埋　立
中間処理残渣

1,720 － 11 1,731

最
終
処
分
場

直　接　埋　立 － － －

計 1,720 － 11 1,731



②　最終処分場の埋立容量

10,120

(5) 組合が外部処理委託する対象物の内訳

その他

-

37

-

-

-

-

9

8

20

18

144

236

- 148 - 148

大形ごみ処
理残渣等

小　　　計

(単位：ｍ3／年度）

区　　　　　　分 埋立面積(m2) 全体容量(m3) 埋立容量(m3) 残存容量(m3)

37

ガラスくず - 481 - 481

使用済乾電池
使用済蛍光灯
使用済バッテリー

- - -

一般廃棄物最終処分場 11,200 69,190 △ 403

(単位：ｔ／年度）

区　　　　　　分
焼却処理残
渣等

資源化処理
残渣等

組
合
外
部
委
託
業
者
の
設
備
等
に
よ
る
処
理
処
分

溶融飛灰 2,100 - -

-

8

せともの - - - 144

2,100

- -

ペットボトル - 202 -

コンクリートブ
ロック

- - -

20

紙製容器包装

使用済小型家電
（BC）

- - - 18

202

プラスチック製
容器包装

- 2,167 - 2,167

計 2,100 2,998 - 5,334

スプリング入り
マットレス等

- - - 9

使用済小型家電
（A）



　　１　処理計画区域

　　２　処理計画
　　　①収集・運搬計画
　　　　盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センターへの搬入ごみ

・燃やせるごみ 組合計画処理区域内
・資源ごみ
 （新聞、雑誌、紙パック、ペッ
 　トボトル、空カン・空ビン、
 　段ボール・古着、紙製容器
   包装及びプラスチック製容器
   包装）
・大形・不燃ごみ（一定の大き

 家庭系ごみの種類 　さのものを除く）
 区分は、毎年各戸  （多量ごみ、犬猫等の死体を除
 に配布する「ごみ    く。）
 収集カレンダー」
 に掲げるごみの種 ・生ごみ 「収集運搬区域一覧
 類区分による。 表」による。

組合計画処理区域内

・一時的な多量ごみ 組合計画処理区域内

・飼い犬・飼い猫等の死体 組合計画処理区域内

一般廃棄物実施計画概要書

住民の日常生活に伴っ
て排出されるごみ等
（以下「家庭系ごみ」
という。）

排出者本人又は一
般廃棄物処分業許
可業者

・有害危険ごみ
・使用済み乾電池
・カミソリ
・使い捨てライター
・体温計

ごみ集積所に備え付けの乾電池回収箱に出されたものをごみ
収集の際に収集する。

排出者本人による清掃センターへ直接搬入又は一般廃棄物処
分業許可業者に依頼する。

清掃センターへ予約し直接搬入する又は一般廃棄物処分業許
可業者に依頼して収集日を決定する。

排出者本人又は一
般廃棄物処分業許
可業者

組合委託業者

①収集方法

①収集及び運搬
　方法

②収集日

②収集方法

③収集日程

④地域ごとの収
　集日

・最長辺が２ｍ以上または３辺の
計のが３ｍ以上の大形ごみ

・スプリング入りマットレス及び
ソファー

区　　　　分 内　　　　　　　容

　盛岡・紫波地区環境施設組合（以下「組合」という。）
　規約第３条第２項に定める区域

３９６．７６　（㎢）

廃棄物の種類及び区分 収集・運搬の主体 収集・運搬区域 収集・運搬の方法等 備　　　　　　　　考

計 画 処 理 区 域

計画処理区域面積

「収集運搬体制表(市町別)」による。

地域で指定するごみ集積所からの収集方式（ステーション方
式）とし、収集日の前日（収集日が月曜日の区域については
土曜日。収集日の前日が祝日の場合はその前日。）に組合が
ごみ集積所に配置した容器による収集とする。

収集開始時間は午前８時からとする。

「収集運搬体制表」及び「収集運搬区域一覧表」による。

毎年度各戸に配布する「ごみ収集カレンダー」による。

①収集回数

②収集方法

③収集日程

④地域ごとの収
　集日

「収集運搬体制表(市町別)」による。

地域で指定するごみ集積所（以下「ごみ集積所」という。）
からの収集方法（ステーション方式）とする。収集開始時間
は午前８時からとする。

「収集運搬体制表」及び「収集運搬区域一覧表」による。

毎年度各戸に配布する「ごみ収集カレンダー」による。

①収集回数

①収集及び運搬
　方法

清掃センターへ予約し直接搬入する。

②収集日 清掃センターへ予約し収集日を決定する。



一般廃棄物

 燃やせるごみ
 生ごみ
 資源ごみ
 木製品等の大形ごみ

 事業系ごみの種類
 区分は、盛岡・紫
 波地区環境施設組
 合廃棄物の処理及 産業廃棄物
 び清掃に関する手
 数料条例に掲げる
 種類区分による。

組合計画処理区
域内

地域住民等からの連絡により、道路・土地管理者等が回収する。なお、集積所
に出された場合のみ組合委託業者が他のごみ収集の際に合わせて回収を行う。

事業活動に伴って生じ
たごみ等
（以下「事業ごみ」と
いう）

一般廃棄物と併せ
て処理することが
できる産業廃棄物

道路等で死亡した飼い主不明の犬、猫等の動物の死体

排出者本人又は一
般廃棄物処分業許
可業者

排出事業者等又は
その依頼を受けて
実施する組合許可
業者のうち岩手県
産業廃棄物処理業
の許可を有する業
者

道路・土地管理者
等、組合委託業者

組合計画処理区域内

組合計画処理区域内

排出者等又はその依頼を受けて実施する組合許可業者が燃やせるごみ、生ご
み、資源ごみ、大形・不燃ごみの種類に応じて、清掃センターへ直接搬入す
る。但し、木製品等の大形ごみの受け入れについては、破砕施設等を有しない
ため手作業による解体処理を行っており、事業系大形ごみの処理は量的に困難
であることから、排出事業者等及び組合許可業者が自らにおいて処理するよう
に協力依頼している。
また、事業系古紙の搬入を資源化目的のため規制しており、排出事業者等及び
組合許可業者が資源業者に搬入するよう依頼している。

管理者が処理することが必要であると認める産業廃棄物を排出事業者等又はそ
の依頼を受けて実施する組合許可業者のうち岩手県産業廃棄物処理業の許可を
有する業者が収集・運搬する。

収集・運搬区域廃棄物の種類及び区分 収集・運搬の主体 収集・運搬の方法等 備　　　　　　　　考



　　　盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センターが受入しないごみ

  処
  理
  困
  難
  ご
  み

  家  ・テレビ（ブラウン管式テレビ
  電  　、ブラウン管ＶＴＲ内蔵テレ
  リ  　ビ、ブラウン管式ＡＶモニタ
  サ  　ー（チューナー付き)、液晶
  イ  　式及びプラズマ式テレビ）
  ク 　 、有機ELテレビ
  ル  ・冷蔵庫・冷凍庫(冷蔵庫、冷凍
  法  　冷蔵庫、冷凍庫、ワインセラ 出者本人により購入した販売店への引取依頼処理又は指定引取場所への直接持
  対  　ー） 込又は家電リサイクル法の収集・運搬処理業許可を有する一般廃棄物処理許可
  象  ・洗濯機（洗濯乾燥機、全自動 業者へ収集依頼する。
  ご  　洗濯機、２槽式洗濯機、衣類
  み  　乾燥機）

 ・エアコン（壁掛形のセパレー
 　トタイプ、ガスヒーターエア
 　コン、ハイブリッドエアコン
 　＋室外機。床置形のセパレー
 　トタイプ、ハイブリッドエア
 　コン＋室外機、ウインドタイ
 　プ）

自

動

車

リ

サ

イ

ク

ル

法

対

象

ご

み
自動車及びその部品（車の走行や
性能に関するもの）

排出者本人により自己処理又は購入した販売店への返却又は民間処理ルートに
よる処理とする。

有
毒
性
・
火
気
・

危
険
ご
み

資
源
有
効
利
用
促
進

法
対
象
ご
み

業

界

等

の

自

主

取

り

組

み

に

よ

る

リ

サ

イ

ク

ル

対

象

ご

み

・農業用ビニール、農業用機械器
　具、資材
・業務用ストッカー、石膏ボー
ド、断
　熱材
・エレクトーン、アコースティッ
クピアノ
・大型金庫、耐火性金庫
・コンクリートブロック、レンガ
・シニアカー

パソコン（デスクトップパソコン
、パソコン用ディスプレイ（液晶
、ブラウン管式）、ノートパソコ
ン、付属品（キーボード、マウス
、ケーブル等の購入時に一体のも
の））

・廃二輪車（オートバイ、スクー
タ
ー等）
・消火器
・プリンター用インクカートリッ
ジ、トナー

排出者本人

　
受
け
入
れ
し
な
い
も
の

　
処
理
で
き
な
い
も
の

　
法
律
等
に
基
づ
き
製
造
メ
ー

カ
ー

に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の

・薬品、劇薬、農薬
・シンナー及び塗料等
・ガスボンベ、プロパンガスボン
ベ
・灯油、油、廃油
・花火、火薬類
・車のバッテリー
・水分を多量に含むもの及び腐敗

収集・運搬の主体 収集・運搬区域 収集・運搬の方法等 備　　　　　　　　考

排出者本人により購入した販売店へ返却する。



　　　小型家電リサイクル法に係る認定事業者（収集及び運搬）による管外の市町村への搬入ごみ

　　　一般廃棄物処理業者（収集及び運搬業）による管外の市町村への搬入ごみ

 ・木くず破砕施設（木くず）
 　北上市流通センター１－４３

 ・熱圧縮施設（紙くず）
 　北上市相去町大松沢１－４３
　 北上市相去町山根梨の木４３－１２７

 　株式会社北日本環境保全

北上市相町大松沢１番地の８１

グリーンリサイクル株式会社

事業系一般廃棄物 岩手県岩手郡雫石町中黒沢川１７番地７
（盛岡市中央卸売市場から排出さ
れる野菜くず） 株式会社バイオマスパワーしずくいし

　　　一般廃棄物処理業者（運搬業）による管外の市町村から盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター以外の指定引き取り場所へ運搬されるごみ（家電４品目）

家庭系ごみ
（特定家庭用機器廃棄物） 矢巾町流通センター南二丁目４-３５
・テレビ
・冷蔵庫及び冷凍庫  　日本通運株式会社　盛岡支店
・エアコン
・洗濯機、衣類乾燥機

収集・運搬の主体 収集・運搬区域 備　　　　　　　　考

住民の日常生活に伴っ
て排出されるごみ等
（以下「家庭系ごみ」
という。）

①収集回数
組合管内から清掃センターへは月１回、清掃センターから中
間処理業者へは収集量がある程度集まった都度とする。

収集・運搬の方法・運搬先等

③運搬方法

清掃センター内コンテナを一時保管集積場所とし、ボックス
及び大形・不燃ごみから一時保管集積場所へは組合委託業者
が、回収した使用済み小型廃家電を一時保管集積場所から中
間処理業者へは認定事業者であるニッコー・ファインメック
株式会社が運搬することとする。

④運搬先
ニッコー・ファインメック株式会社

　一関市千厩町奥玉字天ケ森７５－６

⑤処分方法

中間処理業者であるニッコー・ファインメック株式会社で
ボックス回収、ピックアップ回収ともに手選別解体、破砕処
理を行った後、有用資源ごとに分別し再資源化業者へ引き渡
す。

②収集方法

盛岡市（都南地域）・紫波町・矢巾町で任意の場所に設置し
たボックスへ管内住民が随時持ち込み、又は組合で開催する
イベントへの管内住民が持ち込むこととする。（ボックス回
収）また、当組合の収集区分である大形・不燃ごみから当該
品目を清掃センター内でピックアップすることとする。

　使用済小型廃家電
・携帯電話・ＰＨＳ・スマート
フォン　・電話機（ダイヤル式を
除く）　　　　　　　　　　　・
ファックス
・ポータブルラジオ
・ビデオカメラ
・デジタルカメラ
・携帯型ＤＶＤ・ＢＤプレーヤー
・フォトプリンター
・リモコン
・ゲーム用コントローラ
・据置型・携帯型家庭用ゲーム機
本体　・電気コード類（ケーブ
ル・ＡＣアダプタ・延長コード
等）　　　　　　　　　　　　・
ポータブル音楽プレイヤー（ＣＤ
プレーヤー・ＭＤプレーヤー・フ
ラッシュメモリ）
・ＩＣレコーダー
・電子辞書
・電卓
・電子血圧計

組合委託業者（組
合管内 → 清掃セ
ンター）　　　認
定事業者（清掃セ
ンター → 中間処
理業者）

組合計画処理区域内
運搬業者：ニッコー・ファインメック株式
会社

運　搬　先 備　　　　　　　　考

運　搬　先 備　　　　　　　　考

事業活動に伴って生じ
たごみ等
（以下「事業系ごみ」
という。）

事業系一般廃棄物
（木くず及び紙くず）

事業系一般廃棄物
（木くず）

収集・運搬の主体 収集・運搬区域

一般廃棄物処理業者
（収集及び運搬業）

組合計画処理区域内

収集・運搬の方法等

事業系から収集された木くず及び紙
くずを収集運搬車（キャブオーバ）
により自社の中間処理施設へ運搬す
る。

事業系から収集された木くず（配電
線支障木の伐採されたもの）を収集
運搬車（キャブオーバ）により自社
の中間処理施設へ運搬する。

事業系から収集された野菜くずを収
集運搬車（脱着装置付コンテナ専用
車）により処理業者の中間処理施設
へ運搬する。

収集・運搬の主体 収集・運搬区域 収集・運搬の方法等

運搬業者：グリーンリサイクル株式会社

運搬業者：株式会社北日本環境保全

運搬業者：盛岡市中央卸売市場から委託さ
れる業者



　 　②中間処理計画
　　　 盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センターによる処理

　　　　次に掲げる廃棄物は、搬入することができない。
　　　　・有毒性物質を含む廃棄物
　　　　・爆発等の危険性を有する廃棄物
　　　　・火気のある廃棄物
　　　　・著しい悪臭又は汚水を出す廃棄物
　　　　・前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理及び処分業務を困難にし、又は施設を損なうおそれがある廃棄物

組　　合

ごみ焼却施設の概要
・１６０ｔ／日（８０ｔ／２４
　ｈ×２炉）
・全連続燃焼式焼却炉（高温ガ
　ス化直接溶融方式）

リサイクルコンポストセンター
の概要
（処理能力、方式）
・２０ｔ／日
・スクープ式（堆積発酵方式）

不燃物処理資源化設備の概要
（処理能力、方式）
・２０ｔ／５ｈ
・磁力選別併用二段手選別方式
・圧縮方式

ＰＥＴボトル圧縮梱包機
（処理能力、方式）
・６００ｋｇ／ｈ
・圧縮・梱包方式

容器包装リサイクル推進施設
・３０ｔ／日（５ｈ）
・紙１２ｔ、プラ１８ｔ

可燃物残渣

不燃物残渣

可燃物残渣

スラグ

メタル

溶融飛灰

堆肥化残渣

可燃物残渣

ペットボトル

使用済み乾電池及び
使用済み蛍光管、体
温計

カミソリ、使い捨て
ライター

大形・不燃ごみ

選別処理

選別処理

選別処理

組合による一時保管の後、資源化処理する。

組合による一時保管の後、溶融処理する。

搬入された大形・不燃ごみを選別処理し、鉄くず、
アルミニウムくず等は資源として回収。小型家電に
ついても資源として回収し、ニッコーファインメッ
クへ出荷。その他の可燃系ごみは解体後に可燃物残
渣、不燃物残渣を溶融処理する。

資源化処
理
資源化処
理
埋立処理

資源化処理

溶融処理

溶融処理

溶融処理

選別処理

溶融処理

溶融処理

選別処理

選別処理

溶融処理

溶融処理

溶融処理

カミソリ、使
い捨てライタ
ー

可燃物残渣

不燃物残渣

使用済み乾電
池、使用済み
蛍光管、体温
計

処理の方法等

溶融処理

高速堆肥化
処理

・燃やせるごみ
・収集せともの等
・中間処理残渣物
・埋立残渣物
・犬、猫等の死体

生ごみ

紙製容器包装及びプ
ラスチック製容器包
装

新聞、雑誌、紙パッ
ク、段ボール、古着
空カン・空ビン

残渣の種類及び処理方法

家庭系及び事業系から搬入された燃やせるごみ、家
庭系からの収集不燃ごみ（せともの等）、中間処理
施設からの可燃物残渣（不燃物処理資源化設備並び
にリサイクルコンポストセンターからの可燃物残
渣、大形ごみ選別後の可燃物残渣、可燃性大形ごみ
等の粗破砕ごみ）、不燃物処理資源化設備からの不
燃物残渣、埋立処分場からの焼却残渣等を溶融処理
する。

家庭系及び事業系から搬入された生ごみを堆肥化処
理する。

家庭系及び事業系から搬入された資源のうちスチー
ル缶、アルミニウム缶、リターナブル瓶、ガラスく
ず、古紙類（段ボール、新聞、雑誌等）、古着類、
紙パック（アルミニウムを原材料にしたもの以外）
等は選別処理して資源回収する。

ペットボトルを別途に選別処理し、資源回収後に圧
縮・梱包する。

組合計画処理区域内、盛岡市盛岡地域（ただし、紙
製容器包装及びプラスチック製容器包装の分別収集
日に基づく収集に限る。）及び盛岡市玉山地域（た
だし、プラスチック製容器包装の分別収集日に基づ
く収集に限る。）の家庭系の紙製容器包装及びプラ
スチック製容器包装を分別収集し、選別処理後に圧
縮・梱包する。

備　　　　　考

紫波郡矢巾町大
字西徳田第１２
地割１６８番地
２

清掃センター
　
　
ご
み
処
理
施
設
の
中
間
処
理
施
設

ごみ焼却施設

リサイクルコン
ポストセンター

不燃物処理資源
化設備

容器包装リサイ
クル推進施設

有害危険ごみ及
び使用済み乾電
池

大形・不燃ごみ
処理

組　　合

組　　合

組　　合

組　　合

組　　合

中間処理施設及び中間処理の主体等 廃棄物の種類



　　　一般廃棄物処理業者（処分業）による処分

圧縮施設の概要
（処理能力、方式）
・３.２ｔ／日（８ｈ）

 紫波郡矢巾町大 ・圧縮方式
 字藤沢第１０地
 割字大下田１８
 ３－２ 破砕施設の概要

（処理能力、方式）
・２．４ｔ／日（８ｈ）
・破砕、洗浄方式

 ・廃プラスチック類 溶融施設の概要
 （廃発砲スチロール （処理能力、方式）
 　類） ・１．２ｔ／日（８ｈ）

・溶融処理方式

　　　一般廃棄物処理業者（処分業）による処分

 　廃棄物処理施設

 紫波郡紫波町遠
 山字中松原７３
 番地１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中間処理施設及び中間処理の主体等

株式会社遠山産業

ご
み
処
理
施
設
の
中
間
処
理

自己処理廃棄物
焼却炉

一般廃棄物処理
業者（処分業）

備　　　　　考

焼却施設の概要
（処理能力、方式）
・０．３６ｔ／日（８ｈ）
・焼却方式

故人を偲んで遺族、親族が供養した後に一般廃棄物
として搬入されたごみ（故人の遺品、寺院での物品
等）を焼却処理する。

埋立処理
(燃え殻)

 焼却残渣

処理の方法等廃棄物の種類

・一般廃棄物
（木くず、紙くず及
び繊維くず）

焼却処理

残渣の種類及び処理方法

廃棄物の種類 処理の方法等 備　　　　　考残渣の種類及び処理方法

廃棄物処理施設
　
ご
み
処
理
施
設
の
中
間
処
理

有限会社芦名商会
リサイクル施設

一般廃棄物処理
業者（処分業）

溶融処理

溶融処理

資源化処理

可燃物残渣

可燃物残渣

金属性残渣

熱溶融処理

破砕洗浄処理

プレス処理
一般廃棄物として搬入されたごみ（空缶類）をアル
ミ缶、スチール缶に分別し、プレス処理後、それぞ
れ有価物として売却する。

一般廃棄物として搬入されたごみ（廃発泡スチロー
ル類）を溶融処理し、インゴット後、有価物として
売却する。

一般廃棄物として搬入されたごみ（ペットボトル
類）を破砕処理し、洗浄乾燥後、フレコンパックに
詰め、有価物として売却する。

中間処理施設及び中間処理の主体等

・空缶類
　（アルミ缶、ス
　　チール缶）

・廃プラスチック類
（ペットボトル類）



　　　一般廃棄物処理業者（処分業）による処分

溶融処理可燃物残渣
電熱減容固
化処理

一般廃棄物として搬入されたごみ（廃発泡スチロー
ル類）を一時保管後、破砕、電熱方式低温脱泡、冷
却固化の工程を経てインゴット後、有価物として売
却する。

中間処理施設及び中間処理の主体等

廃棄物処理施設

株式会社齊藤興業

　
　
ご
み
処
理
施
設
の
中
間
処
理

リサイクル施設
一般廃棄物処理
業者（処分業）

備　　　　　考

残渣の種類及び処理方法

減容固化施設の概要
（処理能力、方式）
・０．９６ｔ／日（８ｈ）
・電熱減容固化処理方式

盛岡市大ヶ生５-
９６-２２、９６
-３１

処理の方法等廃棄物の種類

 ・廃プラスチック類
（廃発泡スチロール
　に限る。）



　 　③委託処理計画

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
東京都港区虎ノ問１丁目１４番１号
郵政福祉琴平ビル３階

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
東京都港区虎ノ問１丁目１４番１号
郵政福祉琴平ビル３階

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
東京都港区虎ノ問１丁目１４番１号
郵政福祉琴平ビル３階

　 　④最終処分計画

組合（一部委託） 溶融飛灰

適正処理困難物

ペットボトル

紙製容器包装及び
プラスチック製容器包装

ガラスくず

使用済み乾電池

備　　　　　　考

盛岡・紫波地区環境施設組合 一般廃棄物最終処分場

社団法人全国都市清掃会議広域回収・処理センター
野村興産　イトムカ鉱業所
北海道北見市留辺蘂町富士見217番地1

一時保管をした使用済み乾電池、使用済み蛍光
管から資源を回収するため業者に処理委託す
る。

使用済み小型家電
一時保管した小型家電及び大形・不燃ごみから
ピックアップした小型家電を資源化するため業
者に処理委託する。

ニッコー・ファインメック株式会社
一関市千厩町奥玉字天ヶ森７５-６

一時保管した適正処理困難物であるスプリング
入りマットレス及びソファー、石膏ボード、断
熱材、レンガ・瓦、せともの及びフロンガス等
を産業廃棄物処理業者に処理委託をする。

一時保管したペットボトルを資源化するため業
者に処理委託する。

一時保管をした紙製容器包装及びプラスチック
製容器包装を資源化するため業者に処理委託す
る。

一時保管をしたガラスくずを資源化するため業
者に処理委託する。

最終処分場施設及び最終処分の主体等 廃棄物 処分の方法等

一般廃棄物最終処分場

セル＆サンドイッチ方式による埋立処分

組合が委託する業者の施設等 組合が処理を委託する業者

溶融飛灰
一般廃棄物最終処分場延命化対策に伴い秋田県
小坂町に焼却灰を搬出し、埋立を業者に処理委
託する。

　　　　紫波郡矢巾町大字東
　　　　徳田第１４地割３９
　　　　地割３

管内処理業者

グリーンフィル小坂株式会社
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部60-1

主体 廃棄物 処分の方法等 備　　　　　　考

コンクリートブロック、レン
ガ

一時保管したコンクリートブロック、レンガを
産業廃棄物処理業者に処理委託する。

管内処理業者


